
◎ 

確
定
申
告
に
必
要
な
も
の

◎
確
定
申
告
を

　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

◎
住
民
税
申
告
に
必
要
な
も
の

確定申告は正しく，
お早めに！
住民税の申告日程も決まりました

住
民
税
の
申
告
日
程

住
民
税
の
申
告
日
程

所得税の申告と納税は3月17日　　　まで

平成１５年度　住民税申告日程表

　
所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
は
２
月
17

日(

月)

か
ら
３
月
17
日(

月)

ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
確
定
申
告
を
す
る
と
き
に
、
あ
わ
て

な
い
で
済
む
よ
う
に
、
今
か
ら
必
要
書

類
な
ど
を
準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

�

◇
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
申
告
書
を

　
お
持
ち
の
方
は
、
そ
の
「
申
告
書
」

　
や「
収
支
内
訳
書
」
と「
印
鑑
」

◇
年
金
・
給
与
な
ど
の
あ
る
方
は
、「
平

　
成
14
年
分
源
泉
徴
収
票
」

◇
生
命
保
険
料
・
個
人
年
金
保
険
料
や

　
損
害
保
険
料
の
支
払
い
の
あ
る
方
は
、

　
「
支
払
保
険
料
の
証
明
書
」

◇
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、「
支
払

　
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
・
明
細
書
」
、

　
「
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額

　
の
明
細
書
」

◇
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る

　
方
は
、「
住
民
票
の
写
し
」
、「
登
記
簿

　
謄
本
」
、「
売
買
契
約
書
（
請
負
契
約

　
書
）
の
写
し
」
、
「
住
宅
取
得
資
金
に
係

　
る
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
」
等

◇
雑
損
控
除
を
受
け
る
方
は
、
「
被
害

　
を
受
け
た
住
宅
家
財
の
支
払
い
明
細

　
書
」
、「
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る

　
金
額
の
明
細
書
」

�

◇
昨
年
中
の
所
得
の
合
計
額
が
基
礎
控

　
除
、
配
偶
者
控
除
、扶
養
控
除
な
ど
の

　
所
得
控
除
額
の
合
計
額
を
超
え
る
方

◇
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
給
与
の
年
収
が

　
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
方
や
、
給

　
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
が

　
20
万
円
を
超
え
る
方

　
申
告
書
の
書
き
方
な
ど
で
お
分
か
り

に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

最
寄
り
の
税
務
署
に
お
気
軽
に
お
問
い

合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
川
内
税
務
署
　
　
22-

２
８
３
０�

　
２
月
10
日
（
月
）
か
ら
３
月
11
日
（

火
）
ま
で
申
告
の
受
け
付
け
を
行
い
ま

す
。
期
限
内
に
正
し
い
申
告
を
済
ま
せ

ま
し
ょ
う
。

　
必
要
書
類
は
確
定
申
告
と
同
じ
で
す

が
、
そ
の
他
に
「
役
場
か
ら
送
付
の
町

県
民
税
申
告
書
」
、「
事
業
収
入
（
営
業
、

農
業
、
そ
の
他
の
事
業
）
の
あ
る
方
は
収

入
金
の
証
明
書
等
や
必
要
経
費
の
領
収

書
等
。
ま
た
、
農
業
収
入
の
あ
る
方
は

役
場
か
ら
送
付
の
農
業
所
得
申
告
書
」
、

「
日
雇
い
収
入
金
明
細
書
」
、「
そ
の
他

に
収
入
の
あ
ら
れ
た
方
は
、
そ
の
収
入

金
の
証
明
書
等
や
必
要
経
費
の
領
収
書

等
」
、「
平
成
14
年
分
年
金
・
給
与
の
源

泉
徴
収
票
」
な
ど

　
な
お
、
申
告
の
日
程
・
場
所
に
つ
い

て
は
、
左
ペ
ー
ジ
表
の
と
お
り
と
な
っ

て
い
ま
す
。
申
告
書
の
書
き
方
な
ど
で

お
分
か
り
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
せ
　
役
場
税
務
課

　
　
59-

３
１
１
１
（
内
線
１
３
１
）

◎
所
得
税
の
申
告
相
談

日
時
　
２
月
18
日
・
19
日

　
　
　
午
前
９
時
～
11
時
30
分

　
　
　
午
後
１
時
～
３
時
30
分

場
所
　
中
央
公
民
館
研
修
室

受付時間：午前９時から１１時３０分

　　　　　午後１時から　３時３０分

場
　
　
　
所

紫
尾
区
公
民
館

紫
尾
区
公
民
館

下
手
自
治
公
民
館

栗
野
自
治
公
民
館

鶴
田
町
中
央
公
民
館

鶴
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー

鶴
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー

鶴
田
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー

鶴
田
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー

鶴
田
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー

大
平
自
治
公
民
館

川
口
自
治
公
民
館

柏
原
区
公
民
館

小
路
下
手
自
治
公
民
館

下
京
塚
原
自
治
公
民
館

大
願
寺
自
治
公
民
館

京
塚
原
自
治
公
民
館

種
子
田
自
治
公
民
館

対
象
自
治
公
民
館

井
手
原
・
仁
田
原

岩
之
上

小
路
・
谷
川

峠
・
門
前

下
手

大
角
・
上
手

栗
野

大
俣

湯
田
原

東
湯
田
原

櫃
ヶ
迫
・
上
下
大
迫

大
野
・
柳
野

高
嶺

中
間
・
新
田

山
神
・
麓

上
手
・
城
内

樋
脇
・
広
南

大
角
・
東
善
寺

東
・
浦
川
内

町
・
迫
川
内

上
場
・
大
平

川
口

市
場

諏
訪
下

小
路
下
手

下
京
塚
原

大
願
寺

京
塚
原

午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後

期
　
　
　
日

２月
10日
月曜日

12日
水曜日

13日
木曜日

14日
金曜日

17日
月曜日

21日
金曜日

24日
月曜日

25日
火曜日

26日
水曜日

27日
木曜日

28日
金曜日

３月
３日
月曜日

４日
火曜日

５日
水曜日

６日
木曜日

７日
金曜日

10日
月曜日

種
子
田

午前午後

11日
火曜日

第１０回

鶴田ダムジョギング大会
参加者募集中

早春の風を切り　春の息吹を感じよう
◇期　　日　　平成１５年３月２日（日）小雨決行

◇会　　場　　鶴田ダム広場

◇コ ー ス　　ウォーキング３～５キロ，ジョギング３キロ，５キロ

　　　　　　　ファミリーコース（ダム公園までの約１キロコース）

◇参加資格　　参加料を納め，自分のペースで参加できる健康な方。

　　　　　　　幼稚園，保育園以下は保護者同伴とする。

◇参 加 料　　５００円（当日受付で徴収します。）

◇そ の 他　　町内，各小学校，役場駐車場より送迎バスを

　　　　　　　運行します。（７：４５～）

　　　　　　　豚汁・おにぎりコーナー，健康相談・特産品

　　　　　　　農産物販売コーナーもあります。

　　　　　　　電話，FAXでの申し込みは不可とします。

◇申込期限　　平成１５年２月１４日（金）まで（期日厳守）

◇問い合せ　　鶴田町教育委員会社会教育課内ジョギング

　申 込 先　　大会事務局まで　　５９－２０２２

４５


